
@ 発明推進協会 20お Pllntedln゛apen el1Ⅱ土曜、日班祝日 1才貯0

特許二1-χ
特許三ユースは

●力肺ⅥU 院・小乢四"上邦、判次、

「,i則笘仍..1.,1"」{1'1 "紙です。

定刈脳抗制 1 力午75.0卯円 6 力 j・139.165門

任見・配込11込み)

^
^
^

☆知財の常識・非常識@
生成A1利用とデータ利活用/営業秘密管理川

、 h故および十立術1珂発,

知財の常識・目^図

@

】本紙内審の全部又は一部の豊匪艦写.撞製.転鼓及び
入力を紫リま':著1乍竃三上の例訓き殴きますJ、

1謡亀 12,10.。,

,1」ιイ+1

生或A劇刷とデータ利澗用/

営壽翻密鄭製《2^年羽月時鳥

NO.16523

一般社岡怯人発明推進協 会

東京都港区虎ノ門2-9-1

虎ノ門ヒルズ紅戸見坂テラス

郵便番号 105-000」

[電話]03-3502-馴93

1.はじめに一生成A1利用の普及と不確実性

(1)生成A1の利用は、世界中で、企業および個

人レベルの社会生活において普及し始めてぃ

る 1。最近では単なるチャットにとどまらず、

RAG (検索拡張生成)技術を使って社内情報

に回答するチャットポットを開発したり、議事

録作成や要約、画像生成、さらには人に代わっ

1那3771リ(税込み)
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て業務を実行してくれるA1工ージェントなど

のサービスを導入・活用したりする企業も増え

ている。大久保敏弘・MRA総合研究開発機構

(2025)「第3回デジタル経済・社会に関する就

業者実態調査(速報)」によれば、 2025年7月時

点の生成A1の利用状況をみると、 2023年10月以

降、仕事での生成A1利用者は着実に増加してお
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( 2 )

り、 2024年12月時点と比較すると、特に情報収

集.検索での利用が増加している2。

(2) AI(人工知能)技術の利活用に向けた制度整

備が世界的に進む中、我が国も2025年5月28日に

「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に

関する法律」(N怯)が成立(同年9月1日全面施

行)し、政府にA1戦略本部が設置されてN基本

計画及び指針の策定に向けた作業が進められてい

る3。知的財産戦略本部にも「A1時代の知的財産

権検討会」が設置され、「中閲とりまとめ」(2021

年5月)4及び「中問とりまとめ一権利者のための

手引制(2024年Ⅱ月) 5が公表されており、前記

A1戦略本部と連携して、 2025年10月24日(第8回

会合)から、論点整理及び検討が継続されている6。

(3) A1制度をめぐっては、広島A1プロセスをは

じめとする国際枠組みでの共通規範形成努力は

進められつつも、具体的制度の在り方について

0)収斂の見通しは立っておらず、 A1利活用をめ

ぐる環境は「かつてない不確実性に特徴づけら

れて」いる。我が国のA1法は、そ0)ような不硫

実性の中で斬新的な制度構築を進めるための枠

組みの-0として理解すべきといわれる7。

現在(鋤野年11月)、<1技術開発の中心地であ

る米国では、第二期トランプ政権が、バイデン政

椛施策を否定L、 EUおよびカリフォルニア州に代

表される州ごと0)A1規制立法に対する影郷力行使

や、帥25年7月「A1行動計画」及び関連する大統

領令において中国上の覇権競争を含む施策を示し

てぃる。露Uにおいては包括的なA1規制法である

EUA1法の段階的な適用開始、具体的な行動規範

や整合規格、ガイドライン等の実務的対応のフェー

ズに移行してぃるも0)の、 EU内部の政治的要請と

ビッグテックへの法適用にかかわる米国(第二期ト

ランプ政権)からの影郷力行使への対応が、 A1規

則の見直しや産業振興を含むN政策にいかなる影

響を与えるか、今後の推移を注視する必要がある。

【脱稿後追記:2025年Π月19Π、欧州委員会は、

A1規制の緩和案を発表した。自動車などに使わ

れる「高りスク」のA1に関する規制の導入時期

を最大16ケ月遅らせる。】

(4)木貌においては、 A1制度をめぐる共通規範

(ハードロー・ソフトローを含め)や具体的制度

特許 コ、 ス

の在り方が、国際的に不確実な一方で、普及が

進む生成A1の利活用に関して、市場構造(AI

開発者(A1システムを開発する事業者)、 A1提

供者(A1システムをアプリケーシヨンや製品に

組み込んだサービスを提供する事業者)、 A1利

用者(A1システム・サービスを利用する事業

者))の実態と課題を概観し、生成A1の鍵を握

るテータガバナンスの重要性について検討する。

なお、誌面の制約のため、生成A1利用に係るサ

イバーセキュリティについては別稿に譲る。

令和 7年(2025年) 12月10日(水曜日)

2.生成A1に関する訴訟提起の状況

生成A1利用の普及に伴い、生成A1の学習データ

としての著作物、肖像、声の無断利用に対して、世

界中で旧本も含めて)訴訟が多発しているが、現

時点では、いまだ司法判断は定ま0ていない8。

【図1:世界における生成A1に関する訴訟マップ】
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3.生成A1の開発をめぐる市場構造と実態調査

(1)公正取引委員会の令和7年6月「生成A1に

関する実態調査報告書νer.1.Ⅲによれば、牛成

A1の開発をめぐっては以下のような市場構造と

実態がみられるⅡ。

【図3:生成A1関連市場の市場構造】
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高い。一方、推論段階の市場では、新規参

入者の台頭等により、学習段階と比べて競

争が活発化しており、多様なプレイヤーに

よる革新が進む段階にある。

②データ;前岡報告書でも、生成A1モデル

の開発においては、大量の学習データを使

用して事前学習売行う必要があり、さらに、

特定のタスク等に合わせて調整するために

は、追加の学習テータを使用してファイン

チューニングを行ケ必要があること、特に

海外を中心に、データ保有者と生成A1モデ

ル開発事業者との間でデータの利用を巡っ

て問題が発生していること(例えば、基盤

モデル開発事業者に対して、インターネッ

ト上に公開されているあらゆる情報を事前

学習に使用することに関連して、著作権侵

害等を理由に訴訟が捉起されている状況と

なっていること)が指摘されていたが、今

回の報告書における指摘では、生成Nの

開発や利用において、質の高い独自データ

の重要性が増してぃることが注目される13。

また、データ利j・Hには権刊処理、アウセス

環境、知的財産権制度への対応が必要であ

るとして、公表済みの各種ガイドライン等

を紹介してぃる1ι。

(2)マルチモーダルAI、蒸留など

近年、生成A1の応用範囲が大幅に拡大した

結果、大規模言語モデルから、テキスト、画像、

音声、動両等の異なるタイプのデータを統合L

て処理するマルチモーダルA1へと主流が進化し

ている。マルチモーダルA1の登場により、医療・

創薬・教育・エンターテインメントなどA1の活

用範囲が広かることや、推論・分析などー・般的

なタスクにおける処皿能力も向上すること等が

期待されている。開発の効率化アプローチとし

て、例えば、低コストで高性能な生成A1モデル
15

を開発したとされるDeepseek社は、「蒸留」

や「MOE」160)技術を取り入れ、計算効率の最

適化を図っていると公表してぃるⅡ。こうした

効率化の取組は、 GPUなどの計算資源に対する

依存度を相対的に下げる可能性があるとされる。

(3)生成A1クラウド市場、関連サービス事業者、

令和 7年(2025午)12月10日(水曜日)( 3 )
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A.アプリケーションレイヤーにつぃて

アプリケーションレイヤーにおいては、

ビッグテック企業からスタートアップ企業ま

で、多様な事業名が様々な生成A1プロダクト

を提供しており、多彩な需要に対応するため、

活発な競争が行われている。日本国内におい

ても、社内・社外向けチャットポット、検索

システム、テキスト生成、画像生成、音声生

成など、様々な生成A1アプリケーションサー

ビスが商用化され、司"昜における活用が進ん

でぃる12。

B.モデルレイヤーにつぃて

現時点においては、ビッグテック企業等を

中乢、に、生成<1モデルの開発競争が活発に行

われている状況にあり、国内事業老は、日本

語忰能が高い汎用モデルや特定用途へ特化し

たモデルなどを開発することで、ビッグテッ

ク企業の汎用モデルと差別化を図る動きを見

せている。一方で、モデルの小型化・軽量化・

効率化を目的とした様々な開発手法が注Hさ

れており、今後、競争状況が一新される可能

性もあり得る。

C.インフラストラクチャーレイヤーについて

①計算資源(GPU等):GPU市場においては、

NⅥDIA製GPUがグローバル市場で高い

シェア(約80%)を有しており、学習段陪

の市場では引き続き優位性を持つ可能性が
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( 4 )

パートナーシップ状況など

ビッグテック企業を中心とする海外のクラウ

ドサービス事業者は、豊富な資金力を背景に計

算資源の確保を進め、図表4のとおり、生成AI

開発に最適化されたクラウドサービスを提供し

てぃる18。

【図4:大手クラウドサービス提供事業者3社の

主な生成A1関連サービスの概要1
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題に対して、以下のような様々な対応を続けて

いる。

令和7年公取報告書一図表4 大手クラウド

サービス提供事業者3朴の主な生成A1関連

サービス0)概要

主蹴烹廩鼻電病濯サービス

令利 7年化02膨岡 12河10日(水曜日)
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また、生成N関連市場における開発事業者間

のパートナーシップに着目すると、半導体チッ

プ提供事業者と生成A1モデル開発事業者問、生

成A1モデル開発事業者間同士、生成Nモデル

開発事業者と生成A1プロダクト開発事業者間の

パートナーシップなど、国内外でレイヤーをまた

いだ形でのパートナーシップの形成が活発に行

われている。また、既存のデジタルサービスを

提供するビッグテック企業と生成Nモデルを開

発するスタートアップ企業との問でパートナー

シップを締結している例なども複数みられる。

【図5:パートナーシップー覧】

欧州委員会:2024/Europe肌 Union AI Ad (欧州A1規
制法案最終案)

httpSゾ/artiflcialinte1Ⅱgenceacteu/

欧州EDPB : https://edpb.europaeu/newynews/2024/

edpb・publishes・guidelines・generauve・ai・and・data・

Protecti011_en

A1と営業秘密・学習データに関するFAQ :
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(2)前記公取令和7年報告書でも N別紙)生成

A1関連市場における主な海外競争当局等の動

き」において整理されているが、以下においては、

主に第二期トランプ政権以後の直近の事象19に

焦点をあてて国際的動向を整理する。

》2024年7月23日、欧矩委員会、 CMA (英国競

争・・市場庁)、 DOJ(米国司法省反トラスト局)

及ひT'TC (米国競争当局)の連名で、生成N

基盤モデル及びA1製品の競争における共同宣

言が発表された即。

》2024年8月1日、 EUのA1法が発効L、段階

中国国家インターネット情報弁公室/2023年7月施行・

2025年改訂

生成型人工知能サービス管理暫行規定
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する司法解釈

http://WWW.courLg0ν.cn/「abu・xiangqing403812」1tml
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Risk Management Framework
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的な適用が開始された(11条)。関連ガイド

ライン21も公表されてぃるが執行は1年留保

されている。

》2024年9月19日、欧州委員会は「生成Aル仮

想世界における競争に関する政策概要(ポリ

シーブリ-7)」を発表した22。

》2024年10月3日及び4日、イタリア(ローマ)

において、 G7の競争当局及び政策立案部局

のトップ等が出席する「G7競争サミット」

が開催され、成果文書として「デジタル競争

共同宣言」が採択された那。

》英国CMA (競争・市場庁)は、競争政策・消

費者保護政策の観点から、 A1基盤モデルを対

象とした調査を実施し、 2023年9月18日に生

成<1基盤モデルに関する調査報告書を公表し、

2024年4月11Πに同報告書のアップデート版

を公表した24,25。

》2025年1月17日、米1'1FTC (連邦取引委員

会)は、 2024年1月25日、 Alphalbet、 Amazon、

Anthropic、 Micr0即ft及びOpcn八1の 5 社に

対して発令した、生成A1企業及び大乎クラ

ウドサービスプロバイダーが関連する最近

0)投資や捉挑に関する情帳捉供命令(FTC

法第6条に基づく)によって人手した情叔等

を踏まえ、「<レ{ートナーシヅプと投資」に

特許 ユ、 ス 令和 7年(2025年)121110日(水曜日)(

政府によるN利用と調達に係るOMB (行政

管理予算局)覚書の改訂などを命じた。

》2025年4月23Π、ホワイトハウスは火統領令

「米国の若者のためのA1教育の推進」を発表、

同月28Hには、メラニア大統領夫人が被害女

性らを支援した、テイク・イット・ダウン法

(ディープフェイクによるものを含む非伺意

親密画像の故意の公開の述法か、削除の義務

付け等)が連邦議会で超党派で可決され、ト

ランプ大統領が5H19日付けで署名した。

》2025年2月11日、パリで開催されたA1アウ

ションサミット0)基調講演において、ヴァン

ス米国副大統領は、欧州のデジタル・ A1関連

5 )

ついてのスタッフレポートを公表し、大規模

クラウドサービスプロバイダー(Alphabel、

Am能on及びMicros0丘)と生成A1開発事業者

(AnthroplC及びOpenAI)間のパートナーシツ

プによって、投入物へのアクセス制限や優先

の規制について、過剰な規制であるとと、に、

検による言論統制であると強く非.、した。

》卯狐年2"2旧、トランプ火統領は、欧兇等を念

頭に、デジタルサービス課税を課す国に対して

的アクセス、スイッチングコストの上昇及び

機密箔帳の入手等の競・政策上の問題が生じ

関税を課すとの覚忠に署名した。また、同年4

る懸念を指摘した舗。

》2025年 I H、中国の<1スタートアップ企業で

あるDeepseekが少ない資金で米国大手A1企

業のモデルと遜色0)ない生成A1を開発したこ

とから、対中国の競争ノJ強化の観点から規制

月後半には、米国の在欧州代表部が、歐州<N去

における汎用日的AI(GPAl 規制に係る実戦規

範(COP の採択に反対する旨の当簡を送付した。

》2025年4月9日、欧州委員会は「A1人陸行

動計画」を発表し、 A1の分野でEUが世界的

リーダーになることを目標としている。なお、

7-ン

緩和へと大きく力針転換した町。

》2025年 IH23日、トランプ大統領は大統領令

rA1における米国のりーダーシップに係る障

害の除去」を発表し、180日以内のA1行動計

画の策定や、バイデン政権時代に定められ力

2024年9 冴のDra hi Re or128において

タル規制によりEUのテック産業の発展が阻

害されており、ルールをシンプルにすべき上

されたことを受け、テジタル分野についても、

規制の簡素化に向けた検討が進行中という。

》2025年7月23日、トランプ政権は、第二期政

権の全休的なA1戦略となる「競争に勝つ一米

国のA1行動計画」を発表した却。特徴的な0)

は、トランプ政椛の価値観の反映(DE1の排

除3゜)とA1技術の輸出促進(中国のA1モデル

における中国共産党の検閲状況の調査など)

の点である。また、同ヨ1'画では、 A1規制の強

い州への補助令削減方劉を記載している(今

後、連邦通信委員会(FC0 が、既存法に某

づき、州のA1規制を評価する)。

》即栃午8月4日に開催されたAPECデジタルN大

臣会合に参加した米国OSTPのウラチオス局長は、

各国に対し米国のA1輸出をPRしつつも、各国

,^.、'、

二



( 6 )

が圧当に要求するN主権、データプライバシー、

技術的なカスタマイズを提供するとコメントした。

5. A1時代におけるデータガバナンス:生成

A1の学習データに営業秘密や個人情報等が

含まれる場合の情報漏洩りスク

(1)生成A1が急速に活用される現代において、ユー

ザーがA1に入力する情報には企業の営業秘密や

従業員・顧客の個人情綴など、秘匿性の高いデー

タが含まれることも多く、これらの情報は、 AI

モデルが「学習データ」として蓄積・解析する際、

モデルの応答に利用されるりスクがある。1PA

「テキスト生成A1の導入・運用ガイドライン」(以

下、「wAガイドライン」という。) 31の巻末(P別,

85) 0)言葉は示唆に富む。「ビジネスにおいて重

要な要業は自社と他社と問で述いを生むこと、つ

まり差別化です。他社との差別化を可能とする

A1を開発するには、学習データ0)広さよりも深

い専門性や秘匿性、 0まり他社が活用できない

情報が重要となります。そのため、今後ビジネス

特許 コ、 ス

よる個人の尊厳を汚す行為、フェイクニュースを

作成し大衆を混乱に陥れる行為などです。(中

略)組織において利用する際には継続的なNの

令和 7年(2025年)12月10日(水曜日)

教育を行い、"もっともらしいNの出力の正し

ざ'を'認する習慣を根付かせることが重要です。

情報の真偽性を確認する習慣を浸透させ、 A1の

持つ利便性や有効性を最大化し、業務効率と企

業価値の最大化を図っていきましょう。」

(2) lPAガイドラインは、生成A1の構築環境ご

とにメリットとりスクを解説している。

【図6:牛成A1の構築環境】

における生成A1の活用については

に特化し力生成AI"が鍵を握ると考えます[6U。

名企業で業界に特化した生成A1を導入するに

は、自社が所属する業の,,'性を分析し、学習

させる自社のデータを分類するなどの,備が此

要です。現時'点のデータを整理することは、"将

帥司わ,レ^趣凱 1.^署制^゛和"韻、キ心 0,0卜蝿痕,i監●佳毒工
1 里抑興畢

く匝蚕^.ーー勺くでま^ン
0.,="に".凸、-d
1・.,、",貞且一.1 趣哉問>;H ゛" N"・"場hw

来的に業に特化した生成A1の築をスムース

.●',Ⅱ・.1,

に行'ことに゛。がる"

'備を念入りに了'ことが業界に特化したA1を

用いて業i宏率ヒを凶るための第一歩となるた

業や会社

め、今一度、自社が持つデータの利活用につい

出典:

」',

て検討をすることをお勧めします■「法規と安企

'"」'1制

な利用:各国で行0たA1に対するアンケート結

果によると、(中略)「日本は<1に対する深い理

:1PA 「テキスト生成A1の導入・運用ガイドラ

と見込まれます

イン」 P30 図3 -3

曇とと生倖U打^点枇

クラウド型とは、クラウドサービスを利用し

て組織に生成A1を導入する方式のことで、現

在、各クラウドプロバイダーから生成Nを導入

するためのさまざまなサービスが提供されてい

る。オンプレ環境に生成Nを導入する場合と比

べて導入難易度が低く、管理の手間も少なく済

む一方、入出カデータが外部サーバーに保存さ

はない力

.:゛.゛11.坤

得られたと言えます。この結果からは、 A1に対

し、先進的な技術であるというイメージが先行

し、それに関するりスクが認識されていないこと

」0)τ

楽観的に捉えているという結果が

が危倶されます。りスクは例えば、 A1が行う「推

剛
一上.

論」によって作られたハルシネーションや潜在的

思考への影響、過失によるもの(情報漏洩など)

に加えて、悪意によるものげ゜イープフェイクに

れるなどのセキュリテイリスクがあ

タを学習許町させないオプトアウト噐請などのセ

キュリティ

ごとに設定できる内容も製'なるため、導入前に

,サーヒスの_

とも必要である。なお、 LLMが学習Lて'いない

データに関する回答の精度が大きく低下する課

題(例えば、インターネットに掲載されていない

社内ドキュメントのようなデータ、専門性の高い

データ、 L上M作成時点では公開されていない最

新のデータなどに関する質問に正確に回答するこ

とは困訓"に対応する技術として、現在「ファイ

ンチューニング」と「RAG (RetdeV址・AU即nented

GeneraⅡon)が採用されている。セキュリティと

'が必要となる。また、サービス

.や制約をしっ力

入 ブー

と'認するこ

プライバシーの観点から RAG{ .用

二
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タに機密情報や個人情報が含まれる場合、適切

なアクセス制限やデータ0)定期的な棚卸が重要

である。特に、クラウド環境を利用した環境構築

において、 RAG環境を構築する場合、割り当て

られた担当者の権限によっては、利用が制限さ

れる機能が存在するため、円滑な生成Nシステ

ムの導入にあたり、担当者への権限付与の設定

が重要となる訟。もとより、 RAGをはじめとする

生成Nに関する技術は、その進化が著しいため、

常にその動向を注視することが重要である。

(3)生成A1サービス導入に当たっては、生成AI

サービス提供契約において、①情報流出りス

ク軽減のための安全設計需が採用されてぃるか、

②生成A1提供サービスの契約書におけるNDA

条項・管理条項討を、確認する必要がある。そ

のうえで、生成A1を安全に運用するためには、

①利用ツール(生成A1サービス)ごとの社内で

0)利用規定の設定飾、②従業員教育の徹底聞、③

継続的な監督と改善釘を継続的に実践すること

が必要である。

特許 ユ. ス

人プランでも設定によってオプトアウトが可能なのか、

を本当に理解し力うぇで使用しているだろうか。

利用者の入カデータがNの学習に利用されること

が有るか無いか、簡単に利用されない設定にできるか、

利用者が入力したデータが第三者への出力に含まれる

可能性が有るか無いか、簡単に出力に含まれないよう

な設定にできるか、わかりゃすい日本語で利用者に対

して説明喪示すること、また相談窓日の整備は、最低

限の消費者保護として必要ではないか。まずは、こう

した観点での「利用者のための手引劃の整備を、サー

ビス提供者に義務付けることが急務であると考える。

令和 7年(2025年)12月10日(水曜日)(7)

6.おわりに

生成A1技術の進歩は早く、紅制度の将来像は不確

実である。日本社会における生成N関連サービス提

供者が、0ばら外国企業で,tiめられている現状に鑑

みると、今後、我が1玉1が精緻な規制・規範を策定し

力としても、それを牛真面目に守るのはもともど慎重

な日本企業だけかもしれないことが懸念される。前

記のとおり「Nに対する深い理解はないが、楽観的

に捉えている」日本社会においては、よくわからない

うちに生成A1の利用が個人及び企業の問で普及し始

めているようだ。利用の太宗を占めているChalGpr

(openAI)、 Gemini (Google)、 copil01 (Microsoft)、

Relus (Am能on)、 Apple lnteⅢgence (Apple)、 Grok

(X)などでは、無料の生成Nの利用規約も有料の生

成A1の利用規約も、正文はIT約款特有の表現で書か

れた長文の英語であ0て日本語は参老訳にすぎない認。

FAQもあるが機械釧訳のような和訳を一般人がどこま

で理解できているだろうか。利用者は、利用規約にお

いて、無料版や個人プランでは入カデータがA1の学

習に利用されることがある0)か寸法人向けのプランで

はデフォルトで学習利用がオフになっているのか、個

1
h杜PS;//WWW.nikkei,com/article/DGXZQOCN20EDF

OQ5A220C帥卯Ⅸ川/ chatGPTの全世界の利用者数は

2025年2月に4億人に到達している(日本経済新聞

ropenAI『chatcpT,1 利用者、世界4億人に2 力月で

3割増」(2025年2 打21日)なお、 2024年12月時点での

利用者は、 3憶人であり、利川者数が2億人から3億

人に達するまでに3か月を要Lたのに対し、 3位人か

ら4億人への増加は2かN余りと、利用者数の増加ス

ビードが加速Lて'いる。

総務省「令和6年版情報通信白書」(2024年7月)の「生

成A1の活爪方針策定状況」 h「印$ゾ/WWW.soumugo.jp/

johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/htmvnd151120.

h加1#凧崩1においては、 H本で「生成A1について恬用

する方針を定めている」と回答した割合は427%であり、

約8割以上で活用する方針を定めていると回答Lた米国、

ドイツ、中国と比較するとその剖合は約半数であった。

A1基本訓・画の骨f (たたき台)0)概要についてSank"

1.pdf; A1法に基づく適正性確保に関する指針の整備に

0いて印k05,pdf(1司資料・P3 この時点までに関係省

庁が公表している各種ガイドライン(合訓15)0)一覧表)

2

3

4
0528_ai.pdf

2411_tebikipdf r
5

の適切な保護が両立するエコシステム」の実現に向け、

権利者(クリエイター等)に期待される取組事項例を

紹介。生成A1と知財をめぐる懸念・りスクへの対応

等については、法・技術・契約の3つの手段を適切に

A1技術の進バの促進

組み合わせて対応することが必要であるとして、「知っ

ておきたい法・技術・契約の概饗」を要約している。

2025年10月24日開催の同検i;寸会の資料・3 Shiry03Pdf
6

^
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( 8 )

では以下の3つの論点が掲げられている。①データの

収集や、生成A1に係る開示・表示、保護データに係

る対価還元、保護データに係る侵害防止技術、海賊

版・偽情報・誤情報0)スクリーニングに係る技術など、

データの信頼性・{全性を含め生成A1に係る開示に向

けた各種の対応が必要と考えられるところ、どのよう

な方"で検寺を進めるべきか。②法・技術・契約の各

手段を適切に組み合わせながら、連携した取組が重要

であるところ、データ利活用に伴う対価還元を進めて

特許

いくため、どのような課題を特定しつつ

ていくべきか。③直近の生成A1と知的財産をめぐる技

術動向や、国内外の裁判例等、踏まえつつ、 A1とデー

JI、

タの扱いについて、どのような将来イを廻{してお

くべきか。また、参考資料1orAル著作権に関する

関係者ネットワークの総括・一令和7年5月釦日文化

庁・経済産業省」 S抑k010pd{においては「6.ネット

ワークを通じて明らかにむった課題」として、学習用

^ ス

「企業秘密の一部漏洩を認定」し、損害賠枇の一部を

認めた。

④杭州A1技術事件(2025年最高人民法院判決)

企業問で営業秘密がA1学習データとして不正提供ざ

れた事例。判決は「営業秘密性とA1モデルの社会的利

益」を比較考量L、制限的救済を容認、。 httPゾ/WWW.

CourLgov.cn/fabu・xiangqing403812.html

https://chatgptiseatingtheworld.com/2025/09/11/

Updated・world・maP心f・copydght・suilsv・ai・sepl-112025

72.tot田/

htts://chatgptiseatingtheworld.com/WP・ contcnt/

Uploads/2025/06/M丑P・od・copyright・Litigation・V.・AI・

ComP抑ie9in・uniledstate$・June・12-2025Pdf

公正取引委員会「ディスカッションペーパー『辻

成A1を巡る競争.1」(2024年10月)に続くものである。

https://WWW.jftc.go.jp/houd0Ⅱ/pressrelease/2024/

Oct/2dl002'enerauvcai上m)1

例えば、 openA1によると、 chatGPTの日本におけ

る利用者数は2024年に、前年比2倍の柳万人に達し

たとされている。

生成A1モデル聞発や利用においては、 RLHFやRAGな

どの技術により、1'答精度や外部知識活用が向上する

こと/事前学習には大量の言語データが求められ、77

インチューニングでは目的別の応答精度向上データが

必饗であり、特化型モデル構築には業界固有の高品質

データが不可欠であること。/データはウェブ公開、オー

プンデータ、事業者保有、行政機関保有など多様であ

るが大捌穫モデル開発には膨大なデータ量が要求ざれ

るが、質の高いオープンデータ0)不足畑睡念されてい

ること。/生成データの活用やデータ品質向上の取り組

みが進行中であり独自データの重要性が増し、ビッグ

テッウ企業が競争優位となる事例が見られること。

文化庁「A1と著作権に関する考え方について」(2024

年3月)

(https://WWW.bunkego.jp/seisaku/buTlkashingikai/

Chosakuken/pdf/訓037901_01.pdf)

・同「A1と箸作権に関するチェックリスト&ガイダ

ンス」(2024年7月〕

(hllPSゾ/WWW.bunkago.jp/seisaku/bunkashingika_i/

Chosakukcn/seisaku/r06_02/pdB94089701_05.PⅢ)

内閣府知的則産戦略推進事務局「A1時代の知的財

産権検討会『中問とりまとめ』一権利老のため0)乎

令和 7年(2025年) 12月10 H (水曜日)

データセットに関する契約についての卯意..ー'項等の整

理

セットi'築の在り方、クリエータが安心活実用的に

又組を進め

;利者への適切な対価還元に向けた学習削データ

用できる生成Nの在り方(サービスに関する説明の在

9

り力、学習用データセットの在り力、機能等)がまと

められている。

ジュリストNO.1616 池貝直人「特集 A1利活用の方

向性〕特集にあたって」

例として、① Sねble DiⅡUsion A1事件(2024年欧

州司法裁半舮m 画像生成AI0)学習過程で著作権・秘

密データの利削可否が争われた。欧州裁判所は「営

業秘密の社会的価値とN開発のバランス」を明示

し、一部に違怯利用を認定した。 httpSゾ/aru"cialintel.

Ⅱgenccacteu/

② OpenN訴訟(2024年連邦地裁)箸作権者が訓

練データに自身の著竹物が不正使用されたとして提訴。

A1モデル0)フェアユース0)判断基準、営業秘密と"学

習の限界"が争点となり、裁判所は「著作権老に迫加

的救済の余地あり」としつつ、 A1のフェアユース性判

断を示した。

hups://WWW.rhomsonreⅡters.CO.jp/1a/products/

Wcstlnw・japan/C露e・1aw.html

③ Salesforce v. Google AI (カリフォルニア州、

2025年4月判決)営業秘密を含む企業データがG卯gle

の生成A1の学習に削いられたことについて、判決は

7
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引きー」(2024年5月)(h如S://WWW.k帥teigo.jp/

jp/singi/ⅡteN2/C面tekizaisan20別/0528_ai.PⅢ)

経済産業名「コンテンツ制作のための生成N利活

用ガイドブッケ」(2024年7月)

(hrtps;//WWW.meu,go.jp/policy/mono_info_service/

Contents/aiguidebookhtml)

総務省・経産省「A1事業者ガイドライン〔第1.1版〕

(2025年3 河28日)

https://WWW.meti.go.jp/shingikai/,pmp_omfp_

Servjce/ai_sh3kai■isso/20240419_reporLhh址

・個人情都保護委員会「生成A1サービスの利用に関

する注意喚起等」(2023年6112日) https://WWW.

PPC.go.jp/news/careful_information/230602_AI_

UtⅢZe alerv

蒸留(知識蒸留)とば、一般的には、事前学習滅み

生成A1モデル(教師モデル)が学習Lた豊富な知識を、

小型で効率的な別の生成<1モデル(生徒モデル)に転

送する手法である。通常、教師モデルは膨大なパラ

メータと計算資源を必斐とする一方、蒸留ざれた生徒

モデルは、教師千デルと同等あるいは近い性能を、低

コストか0高速な推論環境で実現できる点が大きなメ

リットであるといわれている。

MixtureofExperts(MOE)とば、 10の巨大モデルを、

複数の「専門象(ExperU と称するサブネツトワーク

に分割し、各人力に対して最も適切な専門家を選択し

て出力を生成する乎法である。牛成A1干デルの学習・

推論に伴う計算コストを削減し、大規模化、省電力化、

高速化を実現する。この仕組みにより、各専門家は入

力の特定の領域や特徴に特化し、全体として高い表現

力を保ちつつ計算量は抑えられるといわれている。

hltpSゾノ即仕Iub.com/dccpseek・ai/Decpseek・ RI/blob/

main/Deepscck_RI.pdf

GPUクラウド0) H本市場シェア(2023年実織)は、

アマゾンウェプサービスジャパン 55,0%、日本マイ

ケロソフト 18.7%、グーゲル・ケラウド・ジャパン

13.4%、ざくらインターネット1、0%、その他 120%と

推定ざれている(富士キメラ総研「2025生成AVLLM

で飛躍するA1市場調査」(2024年11月) 188頁)。

出典:前掲ジュリストNO.1616 「特集 A1利活用の方

向性」から市川類「第二期トランプ政権における米国

0)A1政策の動向」及び石川智也「EUのA1法の実務対

応と今後の展望」
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https://competitjon・policy.ec.europa.eu/about/

news/joint・statement・competiuon・generative・al・

foundationmodels.and.毎.products,2024-07-23_ell

European commission, Annex lo the c0那municaⅡon

to commission " Approval of the content on tlle Draft

Communicalion {rom lhe commlssion・Guidelines on

血e scope of lhe obligations for General・purpose AI

Models Estabnshed by Regulauon (EU) 2024/1689 (AI

Ad)',, C (2025) 5悦5 "n田 UUI.18,2025

https://dlgltal・strate宮y.ec.europa.eⅡ/en/news/

Commissi011,publishes・policy・brief・competition・

gene噸ⅡVcai.狐d,Ⅵr山址・worlds)同政策概饗では、主要な

リソースへのアケセス制限、市場支配力を括かした排除

行為、ネットワーク効果等の競争上の懸念を指摘している。

https://WWW.jftcgo.jp/houdou/pressrelease/2024/

OCν2UO07_G7_resulLh血1 同サミットにおいては、

<1バリューチェーンにおける競争上の懸念(A1の鍵

となる投入物及びパートナーシップ)、 A1に関する競

争上等の懸念(A1の下流及び隣接市場並びにアルゴ

リズムを利用した共謀等)、 A1市場に対する規制上政

策アプローチ等の議題について議論が行われ、当該共

同宣言では、 A1によるイノベーション0)創出、 A1に

関する競争上の懸念、競争とイノベーション促進0)た

めの主導原則、競争当局等の役割繊正な法執行、国

際協力の強化等)などについての考え力を示している。

https://WWW.g0ν.uk/government/pubhcatlons/

ai.「oundationmodelsupdale・paper 1百」報告書では、競

争の公平枇、効率性及び開放性の観点から懸念がみら

れる旨が示されている。

CMAは、複数のビッグテッケ企業と生成A1スター

トアップ企業とのパートナーシップ等について企業結

介審査を行っていたところ、全てのパートナーシップ

等で第2訳審査へ移行しない旨決定した。 MicNS0丑と

Mistr田 AI (2024午 5月17日に審査終了)、 Micm$ofl

とlnⅡeclion AI(同年9月4 H に審査終了)、 Am紅on

とAnthropic (同年9月27日に審査終了)、 Googleと

Anthropic (同年11月19日に審査終了)、 Mjcrosoftと

OpenAI(2025年3月5日に審杏終了)

https://WWW.ftc.goVノΠewsevents/news/

Press.releases/2025/01/{tc.issues・st且丘・report・ai・

PartnerstliP5investmentssludy 同情報提供命令は、

生成A1開発企業とクラウドサービスプロバイダーと0)

令和 7年(2025年)12月10日(水曜日)( 9 )
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間に形成された投資や捉携が、鎚争環境にいかなる影

響を与えるかについて理解を深めるため、数十億USド

ル規模の投資が行われている3つのパートナーシップ

に関わる企業(Micros0丘・openAI、 Amazon・Anthropic

及びGoog16Anthropic)に対して行われた。なお、同

レポートについて、アンドリュー・ N ・ファーガソン

委員長(同報告書公表時は委員)とメリッサ・ホリ.ー

ク委貝ば、同レポート0)公表自体には賛意を示しつつ

も、第5章(A1パートナーシップの潜在的な影郷につ

いて注目すべき分野)については、読み飛ばすか、懐

疑的な目で読むべき等の意見を表明している(前掲

ジュリスト・市川類P23~26参照)。

前掲ジュリスト・市川類P23~26によれば、 2024年12

村、第二期トランプ政権は、ホワイトハウスの科学技

術政策の司令塔である科学技術政策局(OSTP)0)局

長に、マイケル・クラチオス氏(文系学士卒の卸代後

半の人物)を異例の抜拙をし、また、シリコンバレー

の実務家を、<1・暗号特別顧問、かつ科学技術政策

の巾核的アドバイザーとして指名した。また、トラン

プ大統領は就任B翌Πにホワイトハウスで、ソフトバ

ンク、 openA1等による米国内に馴肋億ドルを投資す

るとするスターゲートプロジェクトを発表した。

もともと、米同では、連邦政府におけるN規制が進

まない中で各州政府において数多く0)A1関連規制法が

成立していた。例えば、コロラド州の包括的A1規制法、

テネシー州のE上VIS法(A1生成による声の模倣や肖像

の不正司法を防ぐ目的。「声0)肖像権」を明記)、カリフォ

ルニア州の肖像権、透明性確保義務、コンテンツ規制を

含む180)関連法案、ニューヨーク州ば2025年2月に州政

府におけるA1利用に関し、自動化された意思決定ツール

の使用に0いての一部禁止や評価・透明性確保を義務

付けた法案が成立している。これに対して、 Deepseek

ショッケの後、国内サービス展開にあたり、全ての州法

に対応せざるを得なくなることに大手A1企業は危機感

を深め、「大きく美しい1つの法案」に州政府によるAI

規制を10{1t間禁止する条項(州A1規制モラトリアム条

項)を盛り込んで5月22日下院で可決したが、 7月1日

上院で同条項が削除された、とい0た攻防の経緯かある。

The Dra宮hireport on Eu competitiveness

The whi【e H0ⅡSe,"winning thc Race: America'S AI

Action plan". JUI、 23,2025

大統領令「連邦政府におけるWoke <1の防止」 The

特許

27

コ、 ス

While House,"preventing woke Alin 山e Federal

Govemmeot",JUI,卯距「woke (ウォーク)」とは、

社会正義に目覚めた状態を指す英語のスラングである

が、近年では「過度な意識の高劃や「急進的な価値

観の押し付け」を那楡する否定的な文脈で使われてぃる。

https;//WWW.ipa.go.jp/jinzai/ics/core_human_

resource/final_project/2024/f55m8kooooo03SPO・且11/

缶5m8kom瞭〕3Svn.pdf

クラウド型には利用するウラウドの形式によって、さ

らにPaaS型(楓上 Amazon Bedrock (AWS)、 Azure

OpenAI (Azure)、 vertex AI (GCP)) saoS型の 2 種

類が存在する。

SaaS型(例: ch飢GPT Enterprise (open AI)、

Claude 30PUS (Anthropic)、 copilot for Microsoft

365 (Microsofu、 GeminiAdvanccd (Googlc))は、各

社が構築した生成A1のサービスをネットワーク経由

で利用する方式0)ことであり、生成A1のサービスを

インターネット経由で即座に利用開始でき、サービ

スの管理やセキニリティ対策も提供者側が行うため、

ユーザー側の管理負荷を抑えながら、常に最新の機能

を利用できる。ーガ、 S舗S型のサービスは標準化され

た機能セットを捉供するため、一般的には自社の二ー

ズに合わせたカスタマイズが難しいとされている。ま

た、刊用する号ービスやその設定内容によ0ては入出

カデータがサービス提供老側の生成八1に学習される

可能竹があり、 S舶S型を利用する際は特に利用規約や

セキュリティについて留意することが重蟇である。

P肌S型は、モデルの開発や既存モデルの利用・デプロ

イを簡素化するためのプラットフォームを提供するサービ

ス。海外リージョンを利用する場合、データベースが海

外に設置されていることから、データの格納が安金保障

貿易管理(輪出管理)の対象となる可能性があるため注

意が必要である。利爪するサービスや設定によ0ては自

社のデータが外部に漏洩するりスケも存在するため、利

用する際には適切なセキュリティ設定が求められる。

ハイプリッド型とは、<1提供者が捉供しているAH

を利用して、組織に生成A1システムを導入する方法。

自社のシステムからAP1を経由Lて生成A1機能を呼び

出して利用することで、自社システムとの連携が容易

となる点が特徴。ウラウド型と同様、入出カデータが

外部サーバーに保存される場合があるなどのセキュリ

ティリスクもあり、利用する際には適切なセキュリティ

令和 7年(2025午) 12月10日(水曜日)
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設定が必要。利用するモデルやAP1ごとにサービスの

仕様や制限をし0かりと確認することが重要。

例:情報流出りスウを軽減するために、アクセス制

御、暗号化(送信データ・保存データ双方をTLS/SSL

やAES等の方式で暗号化。 AH連携で機密データをや

り取りする際にも、データ漏洩の危険性を低減)、監

査ログの記録、 AP1連携の分耀管理(社外・社内シス

テムとの連携部分に追加認証や正制限を設け、機密デー

タの漏洩経路を遮断)等の安全設計が採用されている

かどうか。

条項例!「第●条(秘密保持) 1.契約当事者は、本サー

ビスの利用に際し知り得た営業秘密、個人情報等の機密

情恨について、契約期間中および終了後も第三者に漏洩

してはならない。 2.サービス提供者は、学習データの保

管・処理について適切なアクセス制観・暗号化措置を実

施するものとし、本契約にてユーザー情報の冉利用を禁

.止する。 3,サービス利用者は、本サービス利」用時に機

密情報をプロンプト入力してはならない。事前に社内管

理基準および公開・非公開ルールを遵守するも0)とする。」

ユー仟一に生成A1を安全かつ効率的に利用してもら

うため、刊用する上での禁止事項や入出力内容の取扱

いに関する注意点、目的0)出力を生成するために考慮

すべき点などを盛り込む。 WAガイドラインやケラウ

ドサービスの利用規約では「機密情帳や個人情殺をプ

ロンプトに入力しない」ことが原則とされており、 AI

を利用する企業・団体も社内規定としてこれを厳格に

運爪する必要がある。仰」:利用可能/禁,止データ項目

を明示Lた管理基準表の策麹営業秘密(新製品の技

術詳細、設計情怨、業務ノウハウ)、個人情報(氏名、

生年月日、メールアドレス、社員番号等)は、 A1のプ

ロンプトに入力しない/経営戦略資料や顧客りストは

一律公開禁止、社外向けプレスリリースは一部入力許

可/利用ツールごとに公開・非公開ルールを文書化L

周知徹底ノ利用中請・承詔、フローの細織内整備/不特定

多数が利用できるサービスにおいては、情報特定可能

なデータや連絡先・契約書血類の記載禁止/など。

例;生成A1サービスの入力禁止事項(営業秘密、個

人情報等)を明示した教育プログラム・eラーニング

の実施、実際の事例や過去の漏洩事件を用いたりスケ

啓発、研修後の理解度テストや定期的な再学習

仰」:利用ログの定期監査(アケセス記録のモニタリ

ング)、 A1利用担当者との定期レビュー会議を開催し

諦
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運用ルールの見直しを図る、社外の法規制」・事故事例

を随時収集し、社内ガイドラインへ反映(rchatGPT

で個人情報流出事故」等のニュース共有など)、参ぎ

UN掲載の教育資料等を用いて、従業員教育をする等

GPT・Enterprise 利用規約(英語) https//openai.

CO'cnterprisopdvacy ropenA1の千デル学習用

データの入手先ばどこですか?: openA1は、公的情

報源、第三者から許諾を受けて取得Lたデータ、人

問による評価から作成された情報など、様々な所か

ら入手してたデータを用いています。また、個人利

用のChatGPTとDALL・ Eの各バージョンからのデー

タも使います。デフォルトでは、 chatGPI Busincss、

Ch2tGPT Enterpdse、 chatGPT EdUおよびAP1プラヅ

トフォーム(2023年3阿 I H以降)のビジネスデータ

は、 openAI0)サービス向上のためにユーザーが自身

0)データ開示について頃示的にオプトインした場合を

除き、当社モデルの学習に仙用されません」

Micros0丘AzureopenAl 利用規約 https://1earn.

microsofLcom/en.US/1egal/cognilive・sorvices/opellal/

data・prlvacy
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※図は10月10日付掲載

※次回は2026年2月掲載予定
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